
失業等の場合の減免判定方法 
 

  実際の判定方法について、失業等の場合を例に説明します。 
 

  次の①から③の全てに該当した場合、失業等の日以降の納期に係る保険税が減免されま
す。 

 

 ① 解雇、会社倒産等、会社都合による退職又は事業の不振や休廃業であること。 
   ・ 定年退職や正当な理由のない自己都合退職、被保険者の責に帰するべき重大な理由

による解雇等は対象になりません。 
      →離職理由は、雇用保険受給資格者証の離職理由コードや退職した会社発行の会

社都合による離職理由が記載された書類等で確認します。 
 

 ② 令和７年の１月から１２月までの世帯主及び国民健康保険に加入している方の見込所得
が、前年所得金額の７０％（前年所得金額が２００万円以下のときは８０％）以下に減
少していること。 

 

   〔所得額のとらえ方〕 
   ・ 見込所得額と前年所得金額は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得を含み

ます。 
   ・ 非自発的失業により保険税の軽減に該当した方の前年給与所得については、その３

０％に相当する額を前年所得金額とします。また、他の所得がある場合は、給与所
得の３０％相当額を他の所得と合算します。 

   ・ 前年所得に譲渡所得と一時所得がある場合は、それらの所得は除きます。 
 

 ③ 令和７年の１月から１２月までの世帯主及び国民健康保険に加入している方の見込所得
額が、基準生活費の１４０％以下に該当すること。 

 

   〔基準生活費の算定〕 
   ・ 基準生活費は、生活保護法による保護の基準に定められた生活扶助額、教育扶助

額、住宅扶助額から算定します。 
   ・ 世帯構成や年齢等によって異なります。 
 

 【参考】 

世帯構成 
基準生活費 

持家の場合 借家の場合 
単身（４５歳） １，０９６，８７０円 １，５４０，８７０円 
夫婦（４５歳） １，６４３，０２８円 ２，１３５，０２８円 
夫婦（４５歳）と子（１４歳）１人 ２，１７２，２３０円 ２，７２４，２３０円 
夫婦（４５歳）と子（１４・１０歳）２人 ２，５５４，８６９円 ３，１５４，８６９円 

 


